
病院事業場、本荘・大江事業場 過半数代表者候補者信任投票 

投票期間 : 11 月 12 日（火）午前 9 時 〜 18 日（月）午後 4 時まで 

 組合推薦の 中村 直子氏 石原 光浩氏 を支持してください。 

 熊本大学で働く労働者の過半数代表者候補者信任投票が行なわれています。 

過半数代表者は、就業規則の変更に関して意見を述べ、36協定に代表される労使協定の締結、

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生委員会委員の推薦などの権限等が与えられ、教職員の労

働条件を決定する重要な役割をもっています。また、超勤時間、年休取得日数の情報提供を求

め現状を分析し、改善に向けて大学側へ意見を述べています。 

組合は、職場環境･労働条件の改善を目指し、過半数代表者を支援しています。組合推薦

の候補者お二人のご支持をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

有権者 熊本大学と雇用関係にある職員全員 10 月 1 日に在職する正規職員、有期雇用職員

(フルタイム・パート職員)、再雇用職員です。ただし、学長・理事・監事・非常勤講師・TA・

RA・大学院生研究員・医員(パートタイム職員の大学院生) ・派遣の方は除きます。 
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本荘・大江事業場 中村 直子  技術部 生命科学系技術室 技術専門員 

2023年度 熊本大学教職員組合医学部支部副支部長 

本荘・大江事業場の労働者代表として過半数代表者選挙に立候補いたしました技術部 生命科学系技術

室（配属先：生命資源研究・支援センター）所属の中村直子と申します。 

 戦争に反対する世界中からのパワーでいずれ終わるだろうと思っていた世界各地で起こっている紛争

は、とうとう終息を迎えることなく 2024 年が終わろうとしています。国立大学では、年々運営費交付金

が減額となる厳しい状況が続いていますが、研究活動に必要な試薬や機器などは輸入・国産問わず価格

が高騰しており、値上がりした光熱費も加わって研究費を圧迫しています。さらに 2024 年は暑すぎた夏

の影響によるものか、夏野菜は軒並み不出来で、飼育牛は北海道ですら夏バテする事態となり、魚もこ

れまでの海域で漁れていた魚種が見られなくなってしまいました。主食の米に至っては、他の様々な影

響まで重なって 3 割以上値上がりして店頭から一時的に消える事態まで発生しています。収穫期を迎え

たことで米の価格は少し落ち着くかもしれませんが、これまで起こっていた変化にさらに異常気象の影

響や他国の情勢まで加わり品々の価格は下がる気配がありません。職員の皆さまの生活、教育、研究活

動へのご負担は年々増すばかりではないでしょうか。大学や日々の生活を取り巻く状況から逃れること

はとても無理なことですが、事業場の中の安心・安全は力を合わせて守ることができます。事業場で働

く皆さまが安心して働くことができる労働環境や労働条件を維持できるよう、他の事業場の過半数代表

者の方々とも連携を図りながら職場の現状の把握にも努め、皆様のご意見を使用者へお伝えいたしま

す。熊本大学が、学生の皆さまや地域の皆さまから、教育にも研究にも医療にも魅力と安心を感じてい

ただける大学であるためのお役に立ちたいと考えております。 

お忙しい中と存じますが、過半数代表者選出選挙への投票をお願いするとともに、労働者の過半数の

信任を得られますようご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

   

投票方法 本荘・大江事業場、病院事業場は、一部を除き Web投票です。 

熊本大学ポータル<http://uportal.kumamoto-u.ac.jp/>にログインし、画面左側のお知らせ

欄の「過半数代表者選出選挙投票(voting)【勤務地の事業場】 」を選択、投票画面（voting）

から投票できます。 

熊本大学ポータルには個人のスマートフォンやタブレット端末からもログインできます。  

 

病院事業場 石原 光浩   医療技術部 病理技術部門 臨床検査技師 

2024年度 熊本大学教職員組合医学部支部支部長 

この度、病院事業場過半数代表者に立候補しました医療技術部病理技術部門の臨床検査技師の

石原光浩です。 

2024 年人事院勧告では、給与制度のアップデートとして、民間給与の状況を反映して、月例給

は、若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に月平均 2.76％引き上げ、またボーナスに

関しては、年間 0.1 ヶ月分を引き上げと約 30 年ぶりとなる高水準のベースアップ勧告となりまし

た。給与改定は、現行制度において各大学の判断・運用が実施可能であります。教職員の賃金の

原資となる基盤的経費の確保を使用者に強く求め、4 月遡及を前提とした人事院勧告に準じた給

与改正を求めていきます。 

その他、就業規則改定の不利益な変更などがないか常に注視し、積極的に意見集約等に努め現

状把握し他事業場の過半数代表者と協力しながら過半数代表者としての責務を果たしていきたい

と考えています。 

最後に、皆様には過半数代表者選出選挙における投票をお願いするとともに、労働者の過半数

から信任をいただきますようご支援をよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 


